
水 内容 令和７年度の活動について 参加 不可

28
13:30 伊豆の国市地域自立支援協議会

第1回全体会

あやめ会館

３階多目的

ホール

障がい福祉課

15:30 0558-76-8007

金 内容 講演会 参加 可能

23
15:00 第１回伊豆の国市居住支援協議会・

設立記念講演会

あやめ会館

３階多目的

ホール

社会福祉課

木 内容 近況確認、架空事例作成① 参加 歓迎

不可

15
14:00

相談支援事業所部会
大仁庁舎

第1会議室

障がい福祉課

木 内容 地域生活拠点について

木 内容
令和7年度市町障害福祉担当者等研修
会

参加 不可

15
18:00

自主勉強会

0558-76-8007

参加

日 時間 イベント名 場所 主催

8
16:00

相談支援事業所部会
大仁庁舎

第1会議室

障がい福祉課

17:00 0558-76-8007

22
15:30

認知症初期集中支援チーム員会議
大仁庁舎

第２会議室

長寿介護課

木 内容 支援チームが行う業務の評価 参加

16:10

19:00

17:00 0558-76-8036

0558-76-8010

韮山福祉保

健センター

社会福祉課

0558-76-8004

不可

16:30

伊豆の国市から、医療・福祉・介護に携わる皆様と共有したい情報を発信！

行政情報発信誌 令和7年５月1日発行

静岡県伊豆の国市役所

福祉事務所 社会福祉課

電話：0558－76－8004

●特定健診・後期高齢者健診、がん検診、歯周病検

診のお知らせ

対象の方に、5月下旬頃から順次郵送されます。

問合せ先：

○特定健診・後期高齢者健診は、自身の保険証を確認し、

加入している保険者にお問い合わせください。

○がん検診・歯周病検診等は、健康づくり課（055-

949-6820）へ

●タクシー・バス・鉄道の共通利用券交付

交付対象：75歳以上の高齢者、重度障がい者。

4月14日からの交付申請受付窓口は大仁庁舎のみです。

持ち物：受付窓口へ申請に来る人の本人確認書類

問合せ：

長寿介護課☎ 0558-76-8010（高齢者）

障がい福祉課☎ 0558-76-8007（障がい者）

内容等変更の可能性がありますので、開催については各主催者にお問い合わせ下さい。

●患者様・利用者様の思い・状態をみんなで「知ります！」「叶え

ます！」「支えます！」

静岡県地域包括ケア情報システム「シズケア＊かけはし」を活用してみま

せんか？

【シズケア＊かけはしの安心・便利な3つのポイント】

○大切な情報を共有する！

患者様・利用者様の病態などを利用権限の設定により安心して関係者間

で共有可能

○知りたい情報が見える！

患者様・利用者様の状態・ニーズに沿った施設・事業者の検索、行政機

関・関係団体などからのお知らせが入手可能

○伝えたい情報を発信する！

自施設のサービスのPRや空床情報のお知らせ等、特定の地域や職種に向

けて様々なメッセージの発信が可能

現在、市内医療機関、ケアマネージャー、歯科医院、薬局等が登録し、

多くの方に活用していただいています。今年度市のほうで登録料の負担を

実施していますので、ぜひご活用ください。

国連が定める「世界自閉症啓発デー」（4/2）

と国内の「発達障害啓発週間」（4/2～4/8）

を受け、世界遺産韮山反射炉をシンボルカラー

の青色にライトアップしました。

今月の１枚



認知症地域支援推進員連絡会
今年度の活動について検討しました。
推進員との協働により、認知症の人の状態に応じて必要な
サービスに繋がるよう、活動していきます。

認知症初期集中支援チーム員会議
昨年度までの活動や昨今の情勢を踏まえ、チーム員会議・活
動のあり方を検討しました。

令和７年度の楽だら体操教室の実施について、体操スタッフ
と打ち合わせを行いました。
年間スケジュールの確認・現在の状況・各教室の見守り対象
者の共有をしました。スタッフとオンラインでの情報共有を
開始し、体操スタッフとの連携も密に、参加者が安全に楽し
く参加していただけるようにしていきます。

長寿介護課 担当 中村 長寿介護課 担当 髙橋

会議名

日　時
大仁庁舎

第６会議室

会議名 第１回介護予防体操スタッフ打ち合わせ

日　時
2025/4/25

13：30～15：00
場　所

2025/4/24

14：30～16：30
場　所

認知症地域支援推進員連絡会・
認知症初期集中支援チーム員会議

長岡庁舎

第３会議室

令和７年度の楽だら体操教室の実施について令和７年度の活動について

参加者 名

内容

11 名12

内容

参加者

5月は「孤独・孤立対策強化月間」です。孤独・孤立は人生の

あらゆる場面で誰にでも起こり得るものであり、社会全体で予

防や対策に取り組んでいく必要があります。「孤独・孤立対策強

化月間」では、孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやす

い社会の実現を目指し、その人の状況に合わせた相談先を探せ

るチャットボットの紹介や、全国で行われている見守り・交流の場

や居場所づくりなどの取組等、集中的な情報発信を行います。

●孤独・孤立相談ダイヤル#9999

既存の相談窓口が閉まるゴールデンウイーク期間中、悩みや困

り事を抱える方がどなたでも利用できる相談ダイヤルです。

●孤独孤立対策強化月間特設メタバース設置

特設オンライン空間において、様々なイベント・展示などを行い

ます。孤独や孤立に悩んでいる当事者の方向けのグループトー

ク、体験型プログラムの「オンラインアートリップ」や「バーチャル

フォトウォーク」、NPOや企業の方による対談企画や展示・取組

紹介など、多様なテーマで「つながり」に関するプログラムが展

開されます。一部イベントは事前予約制です。

https://www.notalone-cao.go.jp/main-

monthly/reservation/より詳細をご確認ください。

こども家庭庁では、毎年5月5日の「こどもの日」から1週間を「こどもまん

なか 児童福祉週間」と定め、こどもたちの健やかな育成について国民全体

で考えることを呼びかけています｡令和7年度は「いつだって まんまるまんな

か こどもたち」を標語に掲げ、児童福祉の理念の普及･啓発のための各種

行事を実施します。


